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 陳情第74号 2,000人のマンモス校をつくる子母口小学校

と東橘中学校の合築ではなく当初の計画（子

母口小学校の蟹ヶ谷への分離新設計画）に戻

すことに関する陳情 
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子母口小学校については、過大規模及び学校施設の狭あいを解消するために、国有

地を含めた市営蟹ヶ谷四方嶺住宅跡地周辺での学校の分離新設に向けた取組を進め

ていましたが、平成 22 年 2 月の国との協議により、新校開校は平成 30 年度以降とな

る見込みであることが明らかになりました。 

このため、分離新設による対応方針を抜本的に見直し、子母口小学校と東橘中学校

とを合築により整備することにより、子母口小学校の狭あい状態の早期解消を図り、

併せて、小中９年間にわたる良好な教育環境を確保することとしたものです。 

 

１ 経過 

●平成 15 年 12 月 「川崎市立小・中学校における適正規模・適正配置に向けての取り組み」策定

（子母口小学校⇒過大規模解消に向けて早急な検討を要する学校） 

●平成 18 年 3 月 適正規模・適正配置高津区検討委員会報告 

（子母口小学校⇒学校を分離新設することが望ましい。） 

●平成 18 年 10 月 「学校規模適正配置検討対象校に係る適正規模化の方針」公表 

（子母口小学校⇒分離新設を行う。（市営四方嶺住宅跡地を基本として庁内

調整を行う。）） 

(○平成 19 年 6 月)  
国有財産の有効活用に関する報告書において、「東京 23 区外の宿

舎の移転・再配置計画」が示される。 

蟹ヶ谷宿舎⇒平成 20 年度廃止 

●平成 20 年 3 月 『新総合計画 川崎再生フロンティアプラン 第２期実行計画』策定 

「子母口小学校については、過大規模及び学校施設の狭あいを解消するため

に、市営蟹ヶ谷四方嶺住宅跡地周辺での学校の新設に向けた取組を進めま

す。」 

●平成 22 年 2 月 国との協議において、国有地売却時期は、最短でも平成 24 年度末とな

るとの見解が示され、新校開校は平成 30 年度以降となる見込み。 

これを機に、子母口小学校の早期狭あい解消策の検討に着手 

●平成 22 年 8 月  
「子母口小学校・東橘中学校の合築整備による小中９年間にわたる早期

の教育環境の改善について」公表 

子母口小学校の狭あい化の早期解消を図るとともに、子母口小学校区で

９年間、久末小学校区で中学校の３年間を新たに整った教育環境を享受

することが可能となり、小中９年間にわたる教育環境の改善に資するも

のとして、四方嶺住宅跡地への新校設置によらず、子母口小学校、東橘

中学校を合築により整備することとする。  

 

 

 

 

●平成 23 年 3 月 『新総合計画 川崎再生フロンティアプラン 第３期実行計画』策定 

「子母口小学校と東橘中学校の児童生徒増加に伴う施設狭あいなどの課

題解決に向け、合築整備による小中９年間にわたる教育環境の改善を図りま

す。」 

 

 

２ 合築整備による効果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．考えられる教育環境 

 既存敷地を有効活用することで、以下のような教育環境の向上が考えられる。  
 
 
 
 
 

３ 四方嶺住宅跡地 

● 合築による整備を進めるにあたり、工事期間中の子母口小学校の仮設校舎建設用地等と

して活用する。（平成２４年１０月～平成２８年１月）  

子母口小学校・東橘中学校の合築整備について 

● 子母口小学校の狭あい状態の早期解消を図ることができる。 

→ 平成 22 年度・・・・基本構想  平成 23・24 年度・・基本・実施設計 

平成 25・26 年度・・改築工事  平成 27 年度・・・・供用開始予定  
 
● 小中９年間にわたり良好な教育環境の確保が可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● これまで培われてきた地域との繋がりや小中連携の一層の向上に期待できる。 

 → 東橘中学校区の地域コミュニティーの核となる施設として期待できる。 

  ＜学校が地域の交流と活動の拠点＞  

   登下校時の防犯パトロール・あいさつ運動などのボランティア活動による、学校を

支える地域の取組に活用できる交流スペースの確保  

  ＜東橘中学校区の小中学校の交流を促進＞ 

   新たに整った校舎や広いグラウンドを活用した、小中学校の文化・スポーツ交流の

実施  

資料１ 

→ 子母口小学校の狭あいの問題と同様に、東橘中学校においても校舎必要面積に不足が生

じていることや、職員室と校長室が離れた場所にある等、学校の管理運営に支障が生じている

状況にある。 

このため、既存敷地を有効活用し、小中学校を一体的に整備することにより、両校の課題 

解決を図るとともに、はるひ野小中学校での実績も踏まえ、合築によるメリットを活かした

小中９年間の教育活動が展開できる。 
 
また、久末小学校においても、既存の建物を再生整備の手法により教育環境の底上げを

図る。 



横浜市

子母口小学校・東橘中学校 周辺図

小学校区

中学校区

【凡例】
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【市営四方嶺住宅跡地周辺地図】
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市道蟹ヶ谷19号線
（幅員4.5～5m）

市道蟹ヶ谷46号線

市営四方嶺
住宅跡地

国有地



子母口小学校・東橘中学校の児童生徒数・学級数及び合築整備概要

■事業スケジュール

■子母口小学校・東橘中学校の配置図

2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降2010（平成22）年度 2011（平成23）年度 2012（平成24）年度

子母口小

東橘中

仮設校舎

基本構想 基本・実施設計

合築校舎改築工事
H27.4
供用
開始

校舎
解体・
外構
工事

全面
供用
開始

仮設
校舎
設置

引
越

引
越

引
越仮設校舎（小学校）供用開始

（四方嶺住宅跡地）

仮設
解体・
外構
工事

2010（平成22）年度 2011（平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

久末小
基本・実施設計

再生整備改修工事

実施設計 実施設計 実施設計

子母口小学校 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
　児童数 1,167 1,146 1,127 1,122 1,096 1,075 998 1,014 975 966 992 1,020
　学級数 32 32 33 32 32 32 30 28 27 28 29 29

東橘中学校 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
　生徒数 879 879 909 908 917 933 914 936 942 956 968 957
　学級数 24 24 24 24 24 24 24 24 25 26 26 25

■児童生徒数・学級数の推移及び推計値

・児童生徒数・学級数は、特別支援学級を含まない。
・平成24年度までは、5月1日の値。
・平成25年度から平成29年度までの推計値は、平成23年5月現在の児童数及び未就学児数を基礎とし、
　転居等の人口動向や住宅開発に伴う児童等の増加要素を加えて算出している。
・推計上の学級数は、小学校1学年のみ35人、他の学年においては40人の学級編制で算出している。
・推計値は、人口動態や住宅開発等の状況によって変更が生じる。

広場

グラウンド

既存体育館

■子母口小学校・東橘中学校の施設概要

校舎

屋上

プール
プレイ
コート
１F ライト

コート

プレイ
コート
屋上

東橘中学校

子母口小学校
1棟(4F)

３棟(2F) ２棟
(4F)

小中学校
体育館

既存格技場

プール

格技場

プール

D棟
（リース）

(2F)

C棟(1F) B棟(4F)

A棟(3F)

プール

改築前

改築後

資料３

子母口小 東橘中

― ―

地上５階 ―
地上４階（一部１階～３階）

（昭和39年～平成15年竣工）
地上４階（一部２階）

（昭和43年～昭和53年竣工）

22,790㎡ 12,877㎡ 6,739㎡ 6,138㎡

グラウンド 7,887㎡ 8,047㎡ 2,698㎡ 5,349㎡

体育館 1,583㎡ 2,256㎡

格技場 ― 558㎡

広　場 1,126㎡ ― ― ―

プレイコート（１F・屋上） 940㎡ ― ― ―

ライトコート 285㎡ ― ― ―

屋上プール上（床面上昇時） 700㎡ ― ― ―

規　模

延床面積（校舎）

運
動
場
等
の
面
積

敷地面積 23,576㎡

改築後 改築前（計）

3,839㎡

558㎡


